
   

 「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます 
～平成２７年４月から、常時雇用している労働者数が１００人を超える事業主が対象になります～ 
 

                   ※ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成２０年法律第９６号） 

適用対象になると 

手続をくわしくご案内する事務説明会を開催します。 
 全国各地にて２～３月を中心に実施。ぜひ、ご参加を！詳細は裏面のお問合せ先（◎）まで。 
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１００人を超える事業主 

 制度適用から 
申告・納付   

       開始までの    
 スケジュール 

 
平成２８年４月から、前年度（平成２８年度は平成２７年４月から平成２８年３月まで） 
の雇用障害者数をもとに、 
     ○ 障害者雇用納付金の申告を行っていただきます。 
                                     ※法定雇用率（２．０％）を達成している場合も 申告が必要です。 

     ○ 障害者の法定雇用率を下回る場合は、 
                     障害者雇用納付金を納付する必要があります。 
     ○ 障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。 
 
          ※年度（27年4月～28年3月）の途中に事業廃止した場合（吸収合併等含む）は、廃止した日から45日以内に申告・申請が必要です。 

事業主の皆様へ 

 常時雇用する労働者数 
  が２００人を超える事業主 

申告・納付 

開始 

メルマガ会員募集中 http://www.jeed.or.jp/general/merumaga/index.html 

納付金の申告では… 
・申告対象期間（＝申告の前年度）の各月における 
 ①常時雇用している労働者数 
 ②雇用障害者数 
 ③雇用障害者の労働時間数（所定労働時間及び実労働時間） 
 等をご報告いただく必要があります。                                    
 

調整金（常時雇用している労働者数が300人以下の事業主の場合）の申請では… 
・上記①②③のほか、雇用障害者の 
 ④源泉徴収票（写） 

 ⑤障害者手帳等（写）を添付していただく必要があります。 
                                     ご準備下さい！ 
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障害者雇用納付金制度の概要 

常時雇用する労働者数が１００人を 

超える事業主は、 

● 納付金の申告が必要 
  ※法定雇用率（２．０％）を達成して 

   いる場合も 申告が必要です 

●  雇用障害者数が法定雇用障害

者数を下回っている場合は、申告
とともに納付金の納付が必要 

独立行政法人 

高齢・障害・求職者 

雇用支援機構 

調整金の支給 

1人当たり月額27,000円 

常時雇用する労働者数が１００人を超え、 

雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えて
いる事業主に対し、申請に基づき支給 

報奨金の支給 

1人当たり月額21,000円 

常時雇用する労働者数が１００人以下で、 

雇用障害者数が一定数を超えている事業主に
対し、申請に基づき支給 

在宅就業障害者特例調整金の支給 

在宅就業障害者等に仕事を発注した納付金 

申告対象事業主に対し、支払い総額に応じた
額を、申請に基づき支給 

在宅就業障害者特例報奨金の支給 

在宅就業障害者等に仕事を発注した報奨金
支給申請対象事業主に対し、支払い総額に 

応じた額を、申請に基づき支給 

障害者を雇い入れたり、雇用を継続するため
に職場環境の整備等を行う事業主に対し、 

申請に基づき費用の一部を助成 

各種助成金の支給 

○常時雇用する労働者数が２００人を超え３００人以下の事業主は、平成２２年７月１日から平成２７年６月３０日まで 

○常時雇用する労働者数が１００人を超え２００人以下の事業主は、平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
 

 納付金の額が１人当たり月額「５万円」から「４万円」に減額されます。 

（注） 

○ 障害者雇用に関して相談したい。職業紹介を行ってほしい。 

 ・ 管轄の公共職業安定所（ハローワーク）にお問合せください。 
 

◎ 障害者雇用納付金制度の詳細、各種助成金について知りたい 

  ・ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ（http://www.jeed.or.jp/）をご覧いただくか、 

    最寄りの各都道府県支部（高齢・障害者業務課（東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課）※旧：高齢・障害者雇用 

     支援ｾンター）にお問合せください。 

     
○ 障害者雇用の具体的な進め方などを相談したい 

  ・ 最寄りの障害者職業センターにお問合せください。 

     ※ 障害者雇用を検討している事業主や、すでに障害者を雇用している事業主の支援ニーズに応じて、採用計画 

      に関する助言から採用後の職場定着に至るまで体系的な支援を行っています。 

法定雇用障害者数 

お問い合わせ先 

納付金の徴収 

1人当たり月額50,000円（注） 

障害者雇用納付金制度とは 
 障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを 

目的に、障害者雇用納付金（「納付金」）の徴収、障害者雇用調整金（「調整金」）、報奨金、各種の助成金の支給を行う 

制度です。 

http://www.jeed.or.jp/

